
1.は じ め に

近年,「 セルフ・エステイーム (sel■ esteem)」
D(以

下,SEと 表記)と いう概念が広 く教育の分野で頻繁

に取 り沙汰されている。例えば,2007年 7月 に発行

された『児童心理』では「自尊感情を育てる」という

特集が組まれ,子 どもの SEを 主題 とする著書 も次々

と出版されているJ。 また文部科学省が 2008年 3月 に

公示 した新学習指導要領自体にはその文言は使われな

かったものの,前提 となる学習指導要領の改訂の必要

性や改訂内容について示 した中央教育審議会の答申に

おいては,現在の子 どもの「自分への自信のなさ」

「自尊感情の乏 しさ」が指摘 され,主 に「道徳教育」

を通 じて「自分への信頼感や自信などの自尊感情」を

育てることが示されている。最近では,「子 どもの学
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力低下」傾向を受け,学習意欲を高める要素としての

SEについても取 り上げられるようになった。

日本の人権教育,国際理解教育などの分野で,「他

者を尊重するためには,ま ず自分自身を尊重できなけ

ればならない」という論理で,い わゆる「人権意識」

や「他者の尊重」の前提 となるキー概念 として SEが

1990年代初頭頃から言及され注 目されてきた"。 人権

教育や国際理解教育におけるこの概念の導入は,個々

人が日常的に経験 している「抑圧」と「人権問題」と

がいかにして結びつ くのかということを意識にのぼら

せることによって,人権問題を「単に社会的に差別さ

れている人たちの問題」としてではなく,よ り普遍的

に自らの問題としてとらえる可能性を拓いたとも言え

る。

SEを研究対象としてきたのは,も っぱら心理学に

おいてであ り,SEは長 らく心理学研究において社会
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への情緒的適応や健全な精神機能にとつて重要な要因

であるとされてきた。一方で,人間は基本的に SEを

維持 し高揚させようと行動 し,巧みに葛藤を避けよう

とする側面があると考えられてお り,伊 lえ ば,SEを

維持させるために「自分よりも劣った他者」と比較す

ることによって相対的に自己の立場を高めようとする

自己防衛的な比較が生 じる場合があることが指摘 され

ている (宮 本正-1992)。 言うまでもなく,こ のこと

は SE自 体が本質的に,他者との対等な関係性を結ぶ

ことを困難にする側面をもっていること,ま た対等で

ない関係性を生み出し強化する可能性を潜在的に秘め

たものであることを表 している。だからこそ,SEは

人権教育研究において正面から取 り組む必要のあるテ

ーマであり,人権教育の理論構築のうえで欠かすこと

のできない概念だと筆者は考えてきた。

筆者はこれまで,SEについての心理学研究の知見

を「発達」という時間軸と「社会的文脈」という空間

軸で整理 し,人権教育で言われるところの「他者の尊

重」の前提 としての SEの重要性 というものが,どの

程度普遍的で相対的なものなのかについて考察を行っ

た。結論 として,SEと は決 して真空状態の中で育つ

ものではなく,人間関係や社会構造,文化など,個 人

をとりまく環境の影響を大いに受ける,極めて「社会

的な」性質をもつものであるため,単純に「高ければ

高いほどいい」のではなく,その質こそを問わなくて

はならないのであ り,SEそれ自体を単純に人権教育

にとつて「望ましい特性」と見なすことは決 してでき

ないことを指摘 した。そして,実際に人権教育が育成

すべき SEを 設定する場合は,背景となる価値観やど

のような基準による SEを 育成するかなどの条件づけ

が必要であり,発達に応 じてダイナミックに変容する

プロセスを経ることを前提にし,個人の SEが どのプ

ロセスにあるかによって必要な働 きかけは異なること

などを指摘 した (野崎 1999,2000,2004)。 すでに人権

教育実践において SE概念の導入が始まっているが ,

出版されている人権教育の SEに 関わる教材や人権学

習プログラムはこのような点を踏まえて開発されてい

るのか,課題があるとすればそれは何か,SE概念が

実際の人権学習において本当に呆たしうる役割とは何

なのか,そ してそれを活かした実際の人権学習プログ

ラムとはどういうものかを,検討する必要がある。

そこで本論文では,ま ず人権教育における SE概念

の導入の推移とその後の位置づけの中で「捨象されて

きたもの」を中心に検証 し,以前筆者が提示 した国際

理解教育における SEの 類型 (野崎・平沢 2001)を

含めて整理 しなお し,「 人権意識の基盤」 として位置

づけることので きる SEの 諸要素 を改めて提示 した

い。また前述 した筆者のこれまでの研究成果をもと

に,近年の SEに 焦点を当てた人権教育教材の内容分

析を行い,人権教育における SEの役割についての課

題と可能性について考察したい。

2.人権教育 における

セルフ・エステ イームの位置づ け

筆者は以前,1990年 代初頭頃に SE概念が主に日

本の国際理解教育や同和教育が提唱する人権教育に導

入されて以降から2000年 9月 までの議論の推移を検

証している。その中で,国際理解教育における SE概

念を,そ れが言及されるコンテキストや目的別に①肯

定的な世界観と「生きる力」のための SE,②他者の

尊重 (人間理解)のための SE,③ 自己の確立のため

の SEの三つに分類した。さらに,同和教育発の人権

教育における SEを 見てみると,特徴的なものとし

て,④マイノリテ イの低学力克服の要素 としての

SE,そ して⑤抑圧への抵抗感としての SEと いう類型

が見られることを指摘した中。

①肯定的な世界観と「生きる力」のための SEと

は,他者や外界に積極的に関わったり,自 律的に生き

るための基本的な SEと してとらえているものであ

る'。 ②他者の尊重 (人 間理解)の ための SEは ,最

も一般的に見られた類型で,「他者を尊重するために

は,ま ず自分を尊重する必要がある」という論理で SE

の重要性を位置づけるものである・ 。③自己の確立の

ための SEは ,「 アイデンティティ」や「自己 (個 )

の確立」といった,従来用いられてきた別の類似概念

と結びつけ,そ れらの同義語として用いているもので

ある。それらの中には,「 日本人としての自己の確

立」や「日本人としてのアイデンティテイ」を述べて

いるものも見られる・ 。④マイノリテイの低学力克服

の要素としての SEと は,同和教育において,被差別

部落の子どもの学力向上の手がかりを得るために着目

された「自己効力感としての SE」 を指している。そ

して⑤抑圧への抵抗感のための SEも 同和教育から提

唱されてきたもので,こ れは自己や社会への認識を土

台に,自 らを抑圧しているものに対する抵抗感の前提

となる人間の基本的欲求として SEを とらえるもので

ある絢。

これらはあくまでコンテキストや意味付けによる類

型であり,し たがってそれぞれは理論的に見ると全く
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異なる別個のものというわけではなく,例えば②③④

⑤は大まかに言うと①を基礎にした発展型と言えるた

め,そ れぞれの類型は互いに重なる部分を当然もって

いる。また,それぞれの類型が登場する頻度や普及度

にはかなりの差がある。

さらに,こ れらの SEの類型を整理すると,④以外

はいずれも人権意識の基盤,あ るいは人権意識の前提

となるものとして意味付けられていると考えられる。

一方④は,基本的にはマイノリテイの教育への平等の

アクセスを問題にしている点で他のものと質的に大き

く異なる。別の言い方をすれば,人権教育の中でも

「人権としての教育 (education as a human rights)」 "の

側面から見た SEの意味付けと言う事ができよう。し

たがって,人権教育における SEは ,大 きく分けて

「人権意識の基盤」と「マイノリテイの低学力克服の

要素」の二つのコンテキストに位置づけられてきた
,

と理解することができるだろう。

以下,こ の二つのコンテキス トにおける SEの詳細

な検討の後,上記五つの類型を再度検討する。

1)人権意識の基盤としてのセルフ・エスティームヘ

の着目

1978年ユネスコ「人権教育に関する国際会議」「最

終文書」の「付属文書」において,「人権プログラム

は,人権についての態度形成が乳児期及び児童期前半

に始まるという事実を考慮せねばならない。人権の真

の基礎である自尊心と他人の尊重の概念はまず家庭内

で伝えられる。したがって,両親相互および全家族成

員相互の間に,両親が人間的で公平な関係を形成する

のに役立つ家庭生活教育を提供することが不可欠であ

る」 (ユ ネスコ訳書 1989,100頁 )と して,SEがはじ

めて人権教育に関わる国際文書で取り上げられた。ま

た 1985年 欧州協議会「学校における人権についての

教授と学習に関する勧告」では,「 人権と結合した概

念は早期の段階で習得されうるし,すべきである。た

とえば,対立の非暴力的解決,他者の尊重はすでに就

学前の生活や低学年で経験されうる。幼少期教育の殆

どは社会化に関してであり,こ うして殆どがコミュニ

テイで仲良く生活するための学習についての定義であ

る。他者の尊重は自尊感情からもたらされる。」(河内

1994,22頁 )と している。sEは 人権尊重の態度形成

に大きく関わっており,人生の初期における身近な

人々の人間的・公平な関係が SEと 他人を尊重する態

度を形成するという認識が,その概念の導入の出発点

においてまず示されたのである。

エスティームの課題と呆たしうる役割

このような認識を実際の人権教育実践の中に位置づ

け,世界ではじめて体系的な人権教育教材を作成 した

ラルフ・ペットマン (Pcttman,R。 1989,5p。 )は , 1989

年には国連から,各国で基本的人権を教えるための初

等・中等教育用実践ガイ ド小 『ABC:teaching human

rights』 の中で,「 自分自身に人間であることの価値を

認められないときには,他人の権利を認めるのは難 し

いものです。このような場合,人権について教えるに

は,出発点に戻って,い かに自信と寛容な心 (conidence

and social respect/social tolerance)」 を持つかという点

から始めなくてはならないでしょう」とした。重要な

のは,彼が SEを 人権概念を根底から支えるものとし

て位置づけ,さ らにそれを学習するために,学習者の

主体性を尊重 した経験主義的な学習方法,い わゆる

「参加型学習」を紹介 している点である。

またその他にも,欧米諸国を中心に各国の教育者達

は,開発教育,環境教育,グローバル教育,ワ ール ド

・スタデイーズなどの新 しい教育理論や学習者中心の

活動的な方法論を発展させた。「参加型学習」のよう

な経験主義的な学習方法が開発されるようになった背

景には,それまでの知識中心の国際理解,開 発,環

境,人権に関わる教育が,現実的な課題に直面 した際

に,かえって学習者に無力感を味わわせる結果になっ

たことへの反省がある。つまり,課題解決のための積

極的行動に結びつ く人権教育が重視されたのである。

参加型学習とは,狭義ではゲームやロールプレイな

どの活動を用いる体験学習法を指 し,広義では歌や踊

り,演嫁lな どの文化的活動など,一方的な知識の教え

込み以外のさまざまな方法すべて含む,体験や参加を

重視する学習方法のことを言う。参加型学習は,フ ァ

シリテーターと呼ばれる進行役の援助のもと進められ

ることが多いが,教えるものと教えられるものとの関

係が固定化されず,参加する学習者の相互作用や対話

による理解がはか られ,学習者の SEを 高めること

や,学習者の気づきのプロセスが重視される。

阿久澤 (2001,29頁 )は ,日 本の参加型学習は「『ア

クティビティを行ってから,参加者の発言が増えた』

『体を動かすことで参加の実感が深まる』など,教室

や会場を盛 り上げることばか りに,評価が集中しがち

である」が,本来は,「学習者が参加型学習で獲得 し

た主体的な知識,意欲,ス キルを,社会というコンテ

クス トの中で生かせること,い わば民主主義社会の積

極的担い手となることを目指すもの」なのだとしてい

る。

現在このような手法が用いられている分野は,芸
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術,ま ちづ くり,社会変革,自 然・環境,教育・学

習,臨床心理…etc。 と多岐にわたるが,中 でも,現代

における環境,教育,人権,平和など,複雑かつ広 く

絡み合って明解な唯一の解決策を見つけることが難 し

い問題こそ,個 人があきらめたりillrt立 せずに,集いあ

い問いあう学びが必要とされる (中 野 2001)。 したが

って参加型学習の現代的意義は,単に学習プロセスヘ

の学習者の積極的参加という意味だけにあるのではな

く,参加と対話という民主的な方法によつて,学習者

自身が社会に主体的に関わつてい くための学びを作 り

だし,一 人一人が社会の主人公として社会に参画 し
,

人権問題や環境問題など現代の深刻な社会問題を解決

するために必要な力を獲得すること,社会に現実に存

在する抑圧や支配―被支配の関係に気づき,そ れを生

み出している社会構造を変革 していくことにあるので

ある。

2)日 本の人権教育におけるセルフ・エスティーム概

念の導入

このような欧米で開発された新 しい教育理論や方法

論に基づ く教材が,1990年 代頃から日本で翻訳・出

版されはじめる。事実上日本においてはじめて sE概

念を教育現場に紹介することになった教材のうち,こ

こでは『いっしょに学ぼう』 (Fountain,S.1990)お よ

び『わた し,あ なた,そ してみんな』 (Callister,E。 ,

Davis,No W。 ,Pope,Bo S.1988)を 取 り上げたいЮ
。

『わたし,あ なた,そ してみんな』は,主 に十代の子

どもたちを対象に「自分」や「人間関係」について考

えるための教材として,オ ース トラリアの教師たちが

開発 した教材である。まず自分を好 きになり,親密な

人間関係を豊かに育て,集団活動を組織する力を身に

つけるための参加型の学習方法が 140に わたつて紹介

されている。この中で「自信を持てる大切なわたし」

という言葉で表現 されている SEは ,「 わたしの価値

を認めること」「わたしが好 きだと感 じられること」

「わたしを大切にすること」の 3つ の要素から構成さ

れているとする。また SEと は,「 自分 自身を知 り,

あるがままを受け入れ,自 分を大切にできる」ことだ

と定義されている。

一方,『 いっしょに学ぼう』は多文化 0多 民族社会

イギリスで開発された幼児 (教育)お よび小学校低学

年用の国際理解教育プログラムである。この教材で

は,SEの他,コ ミュニケーション能力,協力する能

力など,幼児期に伸ばせるという重要な能力を育てる

ための多 くの体験的な参加型学習が取 り入れられてい

る。この教材のはじめの説明の章の中では,「 ものの

見方についての意識」と,そ れに付随する異なる集団

に属する人々に対する敬意や平等といった意識が育つ

には,ま ず自らを価値あるものと誇れる気持ちがなく

てはならないとされている。また,こ の SEは , 新 し

いこと,論争的な問題,未知の考え方などにあえて挑

戦 しようとする態度を促すものであ り,さ らに,「 自

分に価値を認め,他人のそれをも正 しく評価できる子

どもは,差別や不平等を黙って受け入れることが少な

く,不正に立ち向かっていく言われています。特に年

が上になると,SEが強いほど,何か難問にぶつかっ

たときや危機に直面 したときに,他の人をあてにして

なんとかしてもらおうとはせず自分から進んで解決す

る心構えができているのです」 (10頁 )と して,人間

として何かを選択することができ,かつ自分も世界で

意味のある行動ができることに気づいていくには,SE

が極めて重要なのだとしている。

このように見ると『いっしょに学ぼう』には,現実

にある差別や不平等などの不正に立ち向かい解決 しよ

うとする力の基礎 として SEを 位置づけようとするコ

ンセプ トが背景にあることがわかる。 しかしながら
,

この教材が対象とする年齢集団が幼児および小学校低

学年であることからか,実際に提案されている学習活

動にはこのようなコンセプ トは直接的には反映されて

おらず,あ くまで一般的なコミュニケーションカや協

力活動のための SEの育成にそのねらいは終始 してお

り,人間関係,集団活動の基本に SEを 位置づけてい

る点で二つの教材はほぼ共通 しているといえる。

以上のような,積極的に環境に働 きかけ関わろうと

したり,他者を尊重するために必要な「自分自身を知

り,あ るがままを受け入れ,自 分を大切にできる」SE

の意義を認めながらも,こ のような意味に限定されて

用いられる SEに 異議を唱えたのは同和教育であっ

た。同和教育にとつて,SEと は単なる現状肯定以上

のものとして位置づけられてきたからである。同和教

育では,既存の社会秩序や価値体系 を批判的に認識

し,自 らの社会的立場を自覚 して葛藤に立ち向かい抑

圧をはね返そうとする「抵抗感」こそが重視されてき

た。同和教育は,「 自己認識」「環境認識」を促す事に

よって,自 らを抑圧 しているものに対する抵抗感の前

提にある,人間の基本的欲求としての SEに働 きかけ

てきたのである。前述のような SE概念がもつ弱さを

克服するために,近年では「 レジリエ ンスH)(resil―

ience)」 という概念を用いることが提起されるように

もなっている (森 2000)。
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3)マ イノリティの低学力克服の要素 としての議論

同和教育において,SEと いう概念が初めて取 り上

げられた文脈は,被差別部落の子どもの学力向上への

手がかりを得るために,ア メリカでの黒人の子どもの

学力と SEと の関連についての研究0に ならい,1985

年から大阪を中心として子どもの SEの調査B)を
行っ

たことにある。これらの調査に当初から中心的に関わ

り,以後同和教育において学力との関連で自己概念の

理論に早くから着目してきた池田 (2000,65-129頁 )

は,自 己概念のもつ多様な側面のどの側面が学力とよ

り関わりが深いかについて,心理学におけるさまざま

な知見を用いて整理を行っている。池田は,自 己概念

の中でも「自分の行動の結果がどういう原因によって

生じたのか,その原因は自分の責任によるものか,そ

れとも自分以タトの何ものかによってもたらされたもの

かといったことを,子 ども自身がどの程度理解してい

るか」 (前掲 100頁 )と いった環境統制感が,学力や

能力の評価や達成意欲を規定する根底的な要因になっ

ているとする。またそれはホワイト (White,Ro W。 )

の言う「効力感」と同様のもので,効力感とは「何か

をしているという感じ,活動的ないしは効果的である

という感じ,何かに影響を及ぼしているという感じ」

だという。さらに,こ のような効力感や環境統制感の

ある状態とは逆の状態としての「学習された無力感」

をとりあげ,次のように説明する。

自分ではどうしようもない逃れられない環境の

なかにおかれつづけていると,その状態にならさ

れてしまうだけでなく,本来もっていた欲求や意

欲さえなくしてしまうのである。人間の場合で

も,働 きかけても変わらない硬質な素材に囲まれ

て育った子どもは,ま わりの環境にも積極的に働

きかけようとする意欲が乏しく,人間関係にまで

消極的になってしまう。

物理的環境だけでなく,人間的環境や社会的環

境も無力感の形成に大きな役割を呆たす。いろい

ろなかたちの社会的,心理的壁や障害が,心配や

意欲減退をひきおこす。特に社会的な障壁に取り

囲まれている子どもは,みずからの努力や意欲で

はどうしようもない現実に何度もぶつかることに

よつて,現実と闘おうとする意欲を失ってしま

う。失敗を繰 り返すうちに,無力感を身につけて

しまうのである。つまり,状況を統制できないと

感じると,自 分の行為の結果をよくしようとする

意欲まで減退してしまうのである。 (前掲 103頁 )

エスティームの課題と果たしうる役割 37

4)「 自己効力感」「社会変革志向」としてのセルフ・

エスティーム

池田は,「 自分もやればできるのだ,少 しくらい壁

にぶつかつても,あ るいは困難にぶつかつても,そ れ

を乗り越える力がじぶんにはあるのだという,自 分が

もっている力に対する確信が大事である」 (同 掲 33

頁)と し,それを「自己効力感」と呼んで学校や地域

での取り組みにおいてこれを育てることを提起した。

「自己効力感 (seliefficacy)И
)」 とは,心理学におい

ては,あ る課題に直面したときに,そ の課題を自分の

力で効果的に処理できるという信念をいい,こ れは
,

特定の状況における行動の遂行可能性に関する SEで

あり,「 ある行動がある結果を導くだろう」という結

果予期を扱ったものとは区別される。この自己効力感

は,自 らの有能さ (知 的・社会的・身体的能力や技能

などに関する適性)を どのように感じ認識しているか

がその高低に影響してくるため,認知能力とも深い関

連がある。またこれは,課題への達成動機にも影響を

与える。

宮本美沙子 (1981)は このような自己効力感の向上

のために,日 標達成のための手段的活動として行為的

手段活動 (情報収集,試行,現実検証,自 己主張,訓

練,状況設定,援助を活用し目的を果す)と ,有効な

手段を探る精神的手段活動 (目 標設定,計画性,イ メ

ージをもつ,長期の達成のために自己統制する,創造

性,状況判断,熟慮性)を教育訓練することの重要性

を強調 している。このような手段活動が習得されれ

ば,「個人は課題と一体となって自己実現できるよう

になり,満足の感情が SEを 育て,そ れが自己の有能

感を刺激し,さ らに別の課題に取り組む達成動機を促

進する」ことになる (内藤 1992)。

このように,自 己効力感は主体性を尊重した方法と

実際の達成経験の認知によつて形成されていくと考え

られている。この自己効力感が,日 標遂行への動機づ

けや努力に深く関わっていることがノ亡、理学研究では見

出されており,自 己効力感が高いほどこれが困難に直

面したときの耐性となるとされている。

また,こ のような学力につながる SEへの着目の前

提には,同和教育において,教科学習の結果得られる

一般的な学力とはむしろ趣を異にした,「解放の学

力」と呼ばれる運動論的「学力」が従来提唱されてき

たことがあった。同和教育が差別からの解放を目標と

しているかぎり,こ こで言う「学力」とは単なる「受

験の学力」ではなく,「人間解放につながる学力」で

ある必要がある。したがつて,こ こでいう自己効力感
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とは,社会の現状を変えていくことができるという信

念,変えていこうという意欲を意味する「社会変革志

向としての SE」 につながるものでなくてはならなか

ったのである。

5)セルフ・エスティーム概念導入時に捨象されたもの

すでに 1)で見てきたように,SE概念は ERICに

よる海外で開発された教材の翻訳・出版によって,日

本の人権教育関係者に急激に広まった。SEは 人権教

育に導入されるその出発点において,人権の尊重や他

者の尊重の態度形成に大きく関わっており,ま ずもっ

て「人生の初期における身近な人々の人間的・公平的

な関係によって形成される」と言及されたことが,人

権教育の実践教材の中にそれが位置づけられる際に

も,人生のごく初期の基本的な段階の SEのみに焦点

を当て,「SEを 育てること」をねらいとした実践の導

入へと導いたように思われる。つまり,「 人権教育ヘ

の SE概念の導入=SEの育成を目的とした実践の導

入」だったことがわかる。その結果,SEに 焦点を当

てた実践は多くの場合小学校低学年までの取り組みに

止まっており,その後の発達段階における SEに 関連

づけての議論はほとんど見られない。また SEは多く

の場合,前述の①肯定的な世界観と「生きる力」のた

めの SEや②他者の尊重 (人 間理解)のための SEの

意味として捉えられているが,その実際の定義づけは

「自分自身を知り,あ るがままを受け入れ,自 分を大

切にできる」といった,抽象的な目標概念の域を出な

いものである。そして,『いつしょに学ぼう』のコン

セプトにあるような,SEを ,新 しいこと,論争的な

問題,未知の考え方などにあえて挑戦したり,差別や

不平等を黙認するのではなく,あ えて不正に立ち向か

っていく態度を促すもの,自 分も世界で意味のある行

動ができると思えるためのものとしての意味づけは
,

ほとんど見られない (野崎 2001)。

一方,同和教育における SEに 関する理論研究は,

まずもって被差別部落の子どもの学力に関する議論か

ら出発したものではあったが,こ こで示される「自己

効力感としての SE」 ,そ してその発展型としての「社

会変革志向としての SE」 という視点は,実はより普

遍的な人権教育にとっても重要かつ不可欠なものであ

るはずだが,その他の国際理解教育などでは,少なく

とも明示的には取り入れられてこなかった。自己効力

感は,特定の状況における行動の遂行可能性に関する

SEであるという点で,「 自己の価値に対する確信」と

する広義の SEの下位概念に位置するが,他者の尊重

人間科学編 (2010年 3月 )

の前提 としての自己尊重をはじめ,すでに述べてきた

ような「自分自身を知 り,あ るがままを受け入れ,自

分を大切にできる」といった,日 本で一般に流布 した

SEの類型とは趣を異にするものである。 しか しなが

ら,こ のような自己効力感は人権教育において不可欠

な,人権に関わる課題解決のための積極的行動の裏づ

けとなる「社会の現状を変えていこう」という意欲や

姿勢と密接な関連がある。

このような SEの位置づけは,本来は SE概念と同

時に日本にも広 く普及した前述の参加型学習の根底に

流れる哲学に組み込まれていたものであった。参加型

学習とは,学習者中心主義的,経験主義的な手法によ

る学習によって,ま さに社会の現状を変えていくこと

ができるという信念,変えていこうという意欲を含む

「社会の問題を解決するために必要な力」を獲得する

こと,社会に現実に存在する抑圧や支配一被支配の関

係に気づき,そ れを生み出している社会構造を変革 し

ていくことを目的とした学びのスタイルである。 しか

しながら,参加型学習が日本で急激に普及していく中

で,こ のような参加型学習の本来の目的は捨象されて

しまった。参加型学習において「教えるものと教えら

れるものとの関係が固定化されず,参加する学習者の

相互作用や対話による理解がはかられ,学習者の SE

を高めることや,学習者の気づきのプロセスが重視さ

れる」といった場合の「SEを 高めること」は,「一人

一人が社会の主人公として社会に参画 し,人権問題や

環境問題など現代の深刻な社会問題を解決するために

必要な力」につながる自己効力感としての SEと して

ではなく,単に「自分自身を知 り,あ るがままを受け

入れ,自 分を大切にできる」という形として一般に流

布 してしまったのである。 しかし人権教育の中で,改

めてこのような自己効力感としての SEお よび社会変

革志向としての SEを 明示 していくことの重要性や意

義は,言 うまでもなく大きい。

6)人権意識の基盤としてのセルフ・エスティーム再考

そこで,前述の人権教育におけるコンテキス トや意

味付けによる SE類型に見られた,人権意識の基盤 と

しての SEと してあげた①②③⑤に,④マイノリテイ

の低学力克服の要素としての SEの議論の中で言及さ

れていた,「 自己効力感としての SE」 および「社会変

革志向としての SE」 を加え,下記の六つの類型を
,

「人権意識の基盤としての SEの 諸要素」として実際

に位置づけることができるか,どのように位置づける

ことができるか検討する6)
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①肯定的な世界観と「生きる力」のためのSE

②他者の尊重 (人間理解)の ためのSE

③自己の確立のためのSE

④自己効力感としてのSE

⑤抑圧への抵抗感のためのSE

⑥社会変革志向としてのSE

①肯定的な世界観と「生きる力」のための SEは
,

発達′と、理学の見地から見てもごく初期段階の SEの特

徴から,他者や外界に積極的に関わつたり,自律的に

生きるための基本的な SE,そ して②③④⑤⑥の基礎

をなすものとして位置づけてよいと考える。

②他者の尊重 (人間理解)の ための SEは ,人権意

識の基盤としての最も中心的要素になる。ただし②に

は,発達段階のごく初期においてはほぼ①と重なる次

元もあれば,成長するにつれて同じ「他者を尊重す

る」といってもその様相は異なってくると考えられる

ため,い くつかの段階に分ける必要があると思われ

る。また,身近な個人レベルでの,ま た容易に同一視

可能な「他者の尊重」を指すのか,見ず知らずの「異

なる」他者にまで広がる普遍的な「他者の尊重」を指

すのかによっても区別は必要であろう。

③自己の確立のための SEに ついては,筆者は拙稿

(2003)に て批判的な検討を行っている。「自己の確

立」が,他者との差異を本質主義的にとらえ,統合さ

れ一貫性のあるもの,ま たそこに「安住 (完結)する

こと」を指すならば,そ のような志向性は既存の抑圧

/被抑圧関係を構築 (あ るいは強化)することはあっ

ても,少なくとも「共生」関係を構築するものにはな

らないと考える。代わりに,自 己は歴史や社会関係に

規定されていることを承知しつつも,しかし決してそ

れによって運命づけられているのではなく,自 分の意

思や認識,他者との対話によって関係性を方向転換さ

せたり,再構成させていくことができる「開かれた自

己」の確立として定義づけるならば,そ れは人権意識

の基盤としての SEと して位置づけることができると

考える。

そして④自己効力感としての SE,お よび⑥社会変

革志向としての SEと いう要素の意義についてはすで

に述べた通りであるが,こ れらはいずれも「人権意識

の基盤としての SEの諸要素」として不可欠なものと

して位置づけるべきであろう。ただし,⑥社会変革志

向としての SEには,それを方向づけるある「価値づ

け」が必要であること,ま た「変革すべき社会の状

況」を批判的に認識することのできるスキルが必要で

エスティームの課題と果たしうる役割

あることは言うまでもない。最後の⑤抑圧への抵抗感

のための SEに ついても,こ れまで筆者は「葛藤を抱

えている者,抑圧に抗していく者がもつ主体としての

エネルギーとしての SE」 という捉え方の意義につい

て主張してきた (野崎 2000,2001)。 このような見方

は,改めて「人間の尊厳」について考えるきっかけを

学習者に与える可能性がある。

以上のことから,現時点で人権教育における人権意

識の基盤としての SEの 諸要素として挙げられるの

は,下記の 6つ としたい。ただしこれらは,人権意識

の基盤としての SEの必要条件ではあっても十分条件

ではない。今後,こ れらがさらに分割されたり追加さ

れていく可能性はあることは付記しておきたい。

①肯定的な世界観と「生きる力」のためのSE

②他者の尊重 (人 間理解)のためのSE

③「開かれた自己」の確立のためのSE

④自己効力感としてのSE

⑤抑圧への抵抗感のためのSE

⑥社会変革志向としてのSE

3.セ ルフ・エステイームに焦点を当てた

人権教育教材の事例分析

それでは,近年日本で出版された,SEを 扱ってい

る人権教育教材について詳細な分析を行いたい。ここ

では,事例として『自分を好きになろう一セルフ・エ

スティームと人権感覚』 (中川2005)を 取り上げる。

これは,筆者の知る限り現時点で唯一の SEを メイ

ンテーマとして扱った人権教育の一般向けの読み物

で,ページ数も54ペ ージと少なく,手軽に読める小

冊子 となっている。また明示こそされていない もの

の,本文献は比較的高い年齢層 (成 人)を対象にして

いるように見える。これまで指摘 してきたように,従

来 SEに焦点を当てた教材 というのは就学前・初等教

育段階の子どもを対象にしているものがほとんどであ

り,そ の内容も学習者の認知発達のレベルに制約を受

けるためか,「人間関係や協力活動に必要なコミュニ

ケーション能力を支える SEを 育成する」 といった形

で,概ね似たような内容となっている。 したがつて今

回は,認知的な発達をある程度果たした学習者を想定

した教材の学習内容がどういうものであるかを検討す

る必要があると考えた。このことは,今後さまざまな

発達段階を想定 し学習の全体像を検討する際にも有益

だと考える。本文献の分析を通 して,SEに フオーカ

スした場合の人権教育の内容が現時点でどういうもの
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と提示されているのかを見ていくことにしたい。

1)『自分を好きになろう一セルフ・エスティームと人

権感覚』の概要

中川はこの小冊子の「はじめに」で,SEを 「自分

に自信をもち,自 分を価値あるものとして誇れる気持

ち」 とし,「 自分の長所や才能を評価するだけでな

く,む しろ,自 分の欠点や才能不足のため十分な結果

が出せないことも含めて,あ りのままの自分を肯定的

に受け入れることも大切」としている。また SEは ,

「私たちが,社会的人間として,どのように人間関係

を構築 し,課題にどう反応 し行動するか,つ まり,そ

れぞれがいかに生きるか,と いうことに大きな影響を

及ぼすことがら」だとし,SEの「プラスの評価」 と

「マイナスの評価」をした場合の下記に示す二つの側

面に焦点を当て,社会心理学の実験や教育活動,さ ま

ざまな人権侵害に関わる事象などを紹介 しなが ら
,

「シャープな人権感覚」を育成 してい くための課題に

ついて考えることを目的としている (前掲 3-4頁 )。

(1)自 分 自身の積極的な生 き方に影響を与えると

か,他者への優 しさ・思いや りなど,プラスには

たらく面

(2)そ れの裏返 しとして劣等感・コンプレックスな

どからくる問題的行動の要因・誘因となる,マ イ

ナスにはたらく面

中川は,ま ずアメリカの工場労働者を対象にしたホ

ーソン実験
%を

例として取 り上げ,行 っている活動に

対する誇 りや自己の価値を認められることが,人間の

活動意欲を高めるように動機づけることを示 してい

る。次に,有名なジェーン・エリオット先生の「青い

目 茶色い目」の実験授業
口を取 り上げ,差別がいか

に人間関係を分断し,一方より「優秀である」あるい

は「劣っている」と見なされることが,実際に人間の

行動や人間性にどのような影響を与えるのかについて

描写する。

さらに,2000年 に実施された人権問題に関する意

識調査の結果を示 し,「 SE得 点が高いグループの場

合,全般的に人権問題への関心が強い傾向が見 られ

る」 (23-26頁 )こ とについて示 した後,実際に起こ

った三件の悪質な「差別落書き」を具体例に,こ のよ

うな陰湿な行動をとる原因には,「恐怖心」 と「自分

自身に対する消極的なイメージ (コ ンプレックスや劣

等感)」 (28頁)があ り,充実感が もてなかった り,

ものごとが順調に進まないなどで強い欲求不満に陥っ

た時に,自 分の自尊心を傷つけずにイライラした気分
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を反撃される恐れのない誰かにぶつけて解消 しようと

するメカニズムが働 くのだと,電 理ヽ学的に説明する。

そ して,「 自分 自身をきちんと評価で きれば,他の

人々の意見に耳を傾けることもできるでしょうし,人

びとと議論 し,相手を傷つけずに自分の意見をさわや

かに主張すること (ア サーテイブネス)も できるでし

よう。… (中 略)…。SEは ,対立・葛藤を非暴力的方

法で解決することの前提条件で もあるのです」 (33

頁)と している。

そ して,「 子 どももおとなも,私 たち一人ひとり

が,そ れぞれ確かなアイデンティティをもち,自 分自

身を積極的に評価できるような一したがって,他人の

足引っ張 りをするような屈折 したパーソナリテイにな

らない一セルフ・エステイームを育むための学習方法

を,次頁以降に紹介 しておきましょう」 (34頁 )と ,

子どもの SEを 高め,子 どもが自分や他人を積極的に

評価できるように促すことをねらいとした 4つ のアク

ティビティ (「 わたしの体」「もし,わ たしが,… だっ

たら…・」「特別な編集」「人間レシピ」)が紹介されて

いる。

次に,子 どもの虐待問題を取 り上げ,虐待する親に

共通する特徴の一つとして,そ の親自身が子どもの頃

に「かけがえのない大切な存在」として扱われなかっ

たことや,配偶者から暴力をふるわれるなど家庭内の

人間関係がうまくいかないことなどからくる,SEの
低 さがあることを指摘する。また同時に,失業,貧

困,不適切な住居,不十分な教育の機会 しか与えられ

なかったことや,孤立などの社会構造や社会的背景な

どの要因にも検討・配慮する必要があるとし,「子 ど

もへの虐待という問題は,た しかに,あ る意味では個

人の内面的ス トレスによる心理的乱れとみることもで

きるわけですが,実は,広範囲の社会システムとも深

いかかわ りをもって」お り,「子 どもへの虐待に対す

る社会の責任の重 さをアピール している」 としてい

る。そしてこのような社会的背景を考える時,「 お互

いが′とヽ通 じ合える人間関係を,家庭から,そ して近隣

から構築 してい くことが不可欠である」として,「私

たちみんなが,尊厳を認められ,自 立でき,社会に参

加する平等な機会が保障され,必要な人びとには適切

なケアがおこなわれ,み んなが自己実現できる社会の

実現をめざして,ま ず,で きることから始めようでは

あ りませんか」(50頁 )と 呼びかけ,最後に子育てを

する母親に対 し,「子育てに大事なことは,あ なた自

身が しあわせになること」 というメッセージを紹介

し,締めくくっている。
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2)SEの プラス面とマイナス面について

この文献において,SEは主に次のようなものとし

て扱われていると言える。

1.プラスとしてはたらく場合 (自 分への積極的な

評価をした時)と マイナスとしてはたらく場合

(自 分への消極的な評価をした時)があるものと

して

2.差別の加害者/被害者の心理を理解するための

分析的概念として

1.の ように SEを ,「 自分自身を積極的に評価す

る」ことが他者に対する肯定的態度,積極的な生き方

や人権意識の基盤につながる「プラスにはたらく面」

と同時に,「 自分自身を消極的に評価する (劣等感や

コンプレックス)」 ことが他者への妬みや中傷・誹

謗,差別や暴力につながる「マイナスにはたらく面」

の両方から見ている点は,従来の SEを 肯定的なもの

としてのみ見る見方に比べ評価できる点である。SE

がマイナスにはたらくと,む しろ差別や抑圧の原因に

なりうることに心理学的に言及していることは重要で

ある。このように,単に SEを 抽象的な目標概念とし

てとらえるのではなく,あ くまでも分析的概念として

とらえる見方は,心理学ならではの捉え方と言える。

しかしながら, ここには大きな問題がある。中川

は,SEが プラスに働 く際の「自分自身を積極的に評

価する」とは (反対に,マ イナスに働く際の「自分自

身を消極的に評価する (劣等感やコンプレックス)」

とは),具体的にどういうことを指しているのかを説

明していない点である。そのため,ホ ーソン実験での

「自己の価値を認められる」ことが「プラス面に働

く」「自分自身を積極的に評価する」ことなのだとす

れば,エ リオット先生の実験授業でたとえそれが差別

によるものであったとしても,茶色い目をした子ども

よりも「優っている」とされた青い目の子どもも,同

じく「自分自身を積極的に評価する」ことであるとい

う解釈も成り立ちうるのである。実際,彼 らは「幸せ

そう」で「いかにも生活を楽しんで」おり,勉強もで

きるようになり「積極的な生き方」につながったので

ある。しかし同時に,ま さにそのような「積極的に」

評価をされた同じ子どもが,「劣っている」とされた

グループの子どもを見下し,こ とさら自分たちの「優

位性」を主張する態度を表したのである。これは到底

「他者に対する肯定的態度」や「人権意識の基盤」に

つながるような SEと は言えないだろう。

では,何が SEを プラスに働かせ,マ イナスに働か

せているのか。それを明確にするには,どのような基

準 (価値観)が 自己評価の中心となっているかを見る

必要がある。優劣による自他比較や,「人間の価値は

『勝つか負けるか』で決まる」というような競争主義

的な価値観を中心的基準にして自己評価をすれば,強

い優越感 (あ るいはその裏返しとしての劣等感)を抱

くことになる。優越感の極端な例が差別と言ってよ

い。エリオット先生の実験授業の場合は,ま さに優劣

による自他比較や競争主義的な価値観を子どもたちの

自己評価の中心的基準に据えることに「成功」 し,

「優っている」とする側を優遇し「劣っている」とす

る側を差別することによって,「優っている」とされ

た子ども達には優越感を,「劣っている」とされた子

ども達には「劣等感」を植えつけたのである。しかし

ながら,こ のような基準を中心とする「優越感」のよ

うな sEは ,所詮は不安定で脆い SEに ならざるを得

ない。常に他者と比べた自分が「優位」にあるとは限

らないからである。またその「不安定さ」が, さらに

自分の優位性を確認することに人を駆 り立てることに

なる。そのような優劣による自他比較の基準や,競争

自体を全面的に否定するわけにはいかないにしても

(現 実的にそれは完全には避けがたいという意味で

も,そ のような基準が向上心や「進歩」を後押しする

という意味でも),それが「自己評価の中心的な基

準」になることをできるだけ排し,他者からありのま

まを受け入れられる経験や他者との比較ではない自分

なりの基準 (前の自分よりもよくなったなど)での自

己評価が成立しなければ,本当の意味でプラスに働く

「他者に対する肯定的態度」や「人権意識の基盤」に

つながるような SEを もつことはできないのである。

ここに,単に「SEを 高める」ということを良しとす

る言説の危うさがある。

3)差別の加害者/被害者の心理の理解について

またこれまでの人権教育は,当事者の心理に焦点が

当てられる際も,どちらかというと被害者の心理 (と

いうよリノ亡J青)に偏って焦点が当てられてきたが,本

文献は,差別の加害者/被害者両方の心理を理解する

ために SEと いう観点から分析を行おうとしているこ

とは評価できる点である。差別の被害者の心理に関し

ては,主 にエリオット先生の実験授業の「劣ってい

る」とされた子どもたちの心理描写を通して,ま た差

別の加害者の心理に関しては,主にエリオット先生の

実験授業での「優っている」とされた子どもの中で

も,差別的な態度をとった子どもの描写や,「差別落

書き」の行為者,子 どもを虐待する親の心理分析を通
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して言及している。どちらかというと,本文献はむし

ろ「加害者の心理」への比重が重い。

しかしながらここでやはり問題として指摘しておか

なくてはならないのは,こ の冊子が学習者に,差別の

問題をあくまで「個人の意識の問題」「イ固人間の差別

の問題」に矮小化させてしまう可能性がある点であ

る。

例えば,差別落書 きについては基本的に行為者の側

の「強い劣等感やコンプレックス」や「強い欲求不満

によるイライラ」によって差別行為の原因の説明がな

される。ただしそのような人間誰もがこのような行為

に走るわけではないとして,こ れは「タト罰的性格とい

うパーソナリテイの持ち主に典型的にみられる反応」

だとする。差別落書きの行為者の「イライラやむしゃ

くしゃ」の背後にあると思われる「不況や加齢で仕事

を解雇された」ことや,行為者自身が差別されたこと

などの社会的背景にも触れられてはいるものの,その

「イライラやむしゃくしゃ」を「社会構造によっても

たされたもの」とは意味づけないまま,結局は「自分

自身をきちんと評価できれば,他の人々の意見に耳を

傾けることもできるでしょうし,人びとと議論 し,相

手を傷つけずに自分の意見をさわやかに主張すること

(ア サーティブネス)も できるで しょう」 (33頁 )と

し,こ のような問題を生まないためにも,自 分自身を

積極的に評価できるようなパーソナリテイや SEを 育

てることが必要だと,家族やグループで取 り組むこと

を想定 した「子どもの SEを 育てるアクテイビティ」

が続いて提案されているのである。つまり,あ くまで

も個人が,「 自分自身を積極的に自己評価できないこ

と (SEが低いこと)」 にすべての問題の原因があ り,

「SEが低いあなたが悪い」とでも結論づけているかの

ような論理展開になっている。

虐待 してしまう親の SEの低さに関 しては,前述の

ように親自身が抑圧的人間関係の被害者であると同時

に,社会構造や社会的背景にも要因があることを指摘

し「社会の責任」についての言及もある。 しかし,そ

れへの問題解決の糸口をあくまで個人的な人間関係や

個人の「幸福感」に求めるよう促 してしまっている。

このことは,結局「人権意識とは個人の内面の問題で

あ り,SEや思いや りの心をもてば差別はなくなる」

という論理を導いてしまい,社会における抑圧構造へ

の批判的視点を欠 くことになる。

またエリオット先生の実験授業で差別的な態度をと

った子 どもは,「構造的差別の被害者」でもある。前

述 したように,エ リオット先生の実験授業は,教師と
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いう権力をもって優劣による自他比較や競争主義的な

価値観を教室の中心的基準に据えることによって,差

別的な社会構造,あ るいは「差別的な文化」を教室空

間に恣意的につくりだした。その構造の中で,子 ども

たちは差別の加害者あるいは被害者として「生きさせ

られた」と言える。ここでの「差別の加害者」の事例

はすべて構造的な差別の被害者でもあり,個人レベル

で見た場合の差別の加害者/被害者も,実は社会構造

のレベルで見れば,「構造的差別の被害者」と言える

のである。

人権教育が,差別の加害者や被害者の心理に焦点を

当てるのは,単 に加害者の「SEの低さ」に差別の原

因を求め,「加害者にならないために, 自分を好きに

なろう」と呼びかけたり,被害者の「SEの低さ」に

焦点を当て,「 自分がおかれている社会状況にはとり

あえず目をつぶって,あ りのままを受け入れて自分を

好きになろう」と呼びかけるためでもない。自分を積

極的に自己評価したくてもできない状況にある人に,

この教材のタイトルにあるような「自分を好きになろ

う」という呼びかけは何の意味も持たない。それどこ

ろか,そ のようなメッセージは,「それでも自分を好

きになれない自分」へのさらなる自責の念へと人を追

い込んでいくだけである。ここに決定的に欠けている

のは,社会構造の中に組み込まれたものとして差別を

見る視点であり,そ のような抑圧的な構造が個人の心

理に与えている影響への視点である。

また,sEを 育てることの重要性が,単 に「自分を

好きになろう」という呼びかけに還元され,前述のよ

うな子どもの「SEを 育てるアクティビテイ」にその

解決を求める展開になってしまうのは,ひ とつには SE

概念を発達段階によって質的に変容していくものとし

て見ていないことに起因している。私たちの SEは認

知能力が発達し,複雑かつ抽象的なことを認識したり

思考したりできるようになるにつれて,必ずしも自分

や社会のことを単純にポジテイブなものとして評価で

きなくなっていくものである。私たちの身の回りや自

分自身は,知れば知るほど単純に「好きになれる」よ

うなものでは決してない。その際,すでに述べたよう

に,む しろそのようにポジテイブなものとして評価で

きなくさせているものは何なのかを批判的に分析し言

語化する手だてや,そのような状況に働きかけていく

方法について学ぶことこそが重要なのではないだろう

か。
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4.人権教育 におけるセルフ・エステ イームの

役割 についての課題 と可能性

今回とりあげた文献から明らかになった SEに焦点

を当てた人権教育の課題は,大 きく分けて三点あげら

れる。一つは,自 己評価の背景となっている基準や価

値観との関連で SE概念を見ていないこと,も う一つ

は,SE概念を発達段階によって変容していくものと

して見ていないこと,そ してもう一つは,SE概念を

用いることで,差別を「個人の意識の問題」へと矮小

化し,社会構造や価値観に組み込まれた差別を不間に

してしまっていることである。

それでは最後に,こ のような課題を克服する人権教

育のための,SEが呆たしうる役割 として, ここで

は,以下の六点を挙げておきたい。

●正の傾1面 ,負 の佃1面 の両面をもった sEの 理解

(自 己評価の基準・価値観,SEの 安定性との関連

で )

②差別 (個 人レベル・社会構造レベル両方)の加害

者/被害者の心理を理解する際の分析概念として

0人間の尊厳を理解し,権利を行使する主体として

の自党につながる「抑圧への抵抗感のための SE」

への視点

0人権が守られる社会のための具体的行動に結びつ

く「自己効力感」「社会変革志向」への働きかけ

0については,その必要性については本稿において

だけでなく,こ れまで繰り返し述べているためここで

は割愛する。0については,特に次のことを強調して

おきたい。加害者の心理を理解することが,学習者に

とって一定の意義があるのは,加害者とされる佃1も ま

た,別 の加害者からの被害者であったり,構造的な差

別や抑圧による被害者であるということに認識が至る

時である。そしてそのことが,個人レベルでの直接の

「差別者/被差別者」というカテゴリーを超えて,「被

抑圧的な構造や関係性による,同 じ被害者としての連

帯」につながる時である。そして,こ のような構造的

差別という視点があって初めて,社会の中の差別的な

イデオロギーや構造を「所与のもの」「自然なもの」

として見ること自体が,差別に加担してしまっている

ことに思いが至るのである。したがって,個 人レベル

の差別の影響だけでなく,1.社会にある構造的差別

が個人に与えている負の影響を sEと いう分析概念を

エスティームの課題と果たしうる役割

通して理解し,2。 そのような個人に負の影響を与え

ている社会構造を相対化し,構造的差別を批判的に分

析する実践が必要であろう。

0ま た,上記のように個人レベ′レ
0社会構造レベル

両方の差別の加害者/被害者の心理を理解すると同時

に,こ のような抑圧に抗していく人々の抵抗感の背後

にこそ,「 自分を好きになりたい」という共通の願い

があること,つ まり自分や社会の状況を切り開いてい

くための力の源,「人間の尊厳」を見る事ができるの

ではないかと考える。前述の⑤抑圧への抵抗感のため

の SEの ように,自 らを抑圧しているものに対する抵

抗感の前提となる,人間の基本的欲求として SEを と

らえる意義がここにある。また,そ のような人間の尊

厳が守られるためにこそ人権があり,そ れを行使し互

いにそれを守っていく必要があるということへの認

識,つ まり実際に「法的権利を行使する主体としての

自覚」につながらなくてはならない。

●そして,抑圧され,肯定的な SEを もちにくくさ

れている人々にとって必要なのは,自 分の怒りや悲し

み,そ の背後にある「自分を好きになりたい」という

願いに気づき,そ のような怒りをもたらしている,自

己を含む社会の状況を批判的に分析し,言語化し意識

化する術である。それが,状況を少しでも変えていこ

うとする力になり,実際に行動することで④自己効力

感としての SEが育っていくのである。そのような抑

圧への抵抗のプロセスこそが SEの 回復につながると

考える。人権学習は,そ のような学習者の自己効力感

や社会変革志向としての SEに つながるような学習論

を展開しなくてはならない。

最後に,人権学習において SE概念を活用する際に

は,必ず「社会構造に対する批判的思考」を育てるこ

ととセットで取り組まれなくてはならないことを強調

しておきたい。批判的思考とは,単にすべてを社会の

せいにして自己責任を逃れるための方便ではなく,自

己批判を含む「社会批判」のためのものであることは

言うまでもない。

社会の中には,支配的な文化の中に埋め込まれたイ

デオロギー装置によって,あたかも「自然」で所与の

「差異」であるかのように人を納得させている,隠ペ

いされ固定化された非対称性がある。そのような関係

性において低位な立場に位置づけられる人々は,漠然

としたあきらめや絶望感を抱きながらも「抑圧の現実

に埋没しているために,かれらは自らを被抑圧者とし

て自覚できない」 (Freire 1970,訳本 1979,20頁 )の
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である。深刻なのは,支配的な権力的多数派の側がそ

のような人々に対 してもっているイメージを,低位な

立場に位置づけられている人々自身が「低位な立場に

相応 しい自己イメージ」として,そ のまま受け入れて

いる場合である。その際,その人々は漠然とした無力

感をもちながらも,葛藤さえ感 じにくい状況にある。

なぜなら,その人々は生まれた時から社会化のプロセ

スを通 して,自 らの現状に「葛藤を感 じなくて済むよ

うに」,そのような自己イメージに「適応」 している

からであるい
。そのような自己イメージから脱却する

ためには,既存の社会秩序や価値体系を批判的に認識

し,自 らの「低位な立場」を自覚 し,そ れが運命的な

ものではなく変革 し解放 していけるものであることに

気づいていくことが重要となる。

佐貫 (2009)は ,現代社会において広 く蔓延する新

自由主義,ま たそれを受けて 2008年 3月 に告示 され

た新学習指導要領をはじめ,近年の教育改革に貫かれ

る新自由主義的価値観を,子 どもたちの関係性を暴力

的な支配と被支配の関係によって分断し,「競争」「自

己責任」を強いるものとして告発 し批判 している。そ

のような中,現在,人権教育という分野に限らず,教

育一般の文脈で,「SEを 高めよう」という呼びかけに

満ちた多くの教材が出版されている。もしも佐貫が指

摘 した懸念が現実なのだとすれば,そのような社会に

対 して批判的視点の伴わない,社会に浸透する価値観

や既存の社会構造を所与のものとして受け入れさせた

上で呼びかけられる「SEの育成」は,結局,競争社

会の中で「勝ち組 としての生 き残 り」か,「敗者の自

己責任」を強いられる中での「自分を好きになろう=

ありのまま (現状)をすべて自己責任として受け入れ

よう」にならざるを得ないことは,肝に銘 じておきた

い。

)王

1)「 自尊感情」や「自己肯定感」などと訳される場合も

ある。心理学においては,広 くは「人が持っている自

尊心 (selircspect),自 己受容 (seliacceptancc),な どを

含め,自 分自身についての感 じ方をさし」,「 自己概念

と結びついている自己の価値 と能力の感覚 (感 情 )」

(遠藤辰雄 1992,19頁 ),「社会との関わ りの中で特定の

役割,価値観の達成を通 して獲得 される自己価値につ

いての確信」 (前掲 71頁)と されている。

2)例 えば,最 近の ものでは,佐藤淑子著 『日本の子 ど

もと自尊花、一自己主張をどう育むか一』中公新書,2009

年,古荘純一著 『日本の子 どもの自尊感情はなぜ低い

のか―児童精神科医の現場報告』光文社,2009年があ

る。
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3)SE概念が人権教育や国際理解教育に導入された経緯

については,拙稿「人権教育におけるセルフ・エステ

イーム概念とその位置づけ」『大阪大学大学院人間科学

研究科紀要』27,大阪大学人間科学研究科,107～ 136

頁,2001年 ,「国際理解教育におけるセルフ・エスティ

ームの本来的意義の検討～『共生』 と『エンパワメン

ト』の視点から」『国際理解』31,国際理解研究所,104
～H4頁 ,2000年 を参照されたい。

4)拙稿「人権教育におけるセルフ・エステイーム概念

とその位置づけ」『大阪大学大学院人間科学研究科紀

要』27,大 阪大学人間科学研究科,107～ 136頁 ,2001

年

5)例えば,「 自己を肯定的に受け止めることができる気

持ちを育てることは,実は自分の生き方を求めて動き

出そうとする原動力となる」 (小 野江 1997,131頁 )と

するもの,「個人の世界観はその人の自分自身に対する

見方がしばしば反映される」ため,「個人の自己実現を

人権と考えると,児童 。生徒の一人ひとりが自分を好

きになり,sEを 獲得することが不可欠となる」 (田 洪j

1997,26頁 )と するものがある。また,国際理解教育が

取 り扱っている他文化への理解,世界相互依存関係の

理解,世界が直面 している諸問題に子どもがアプロー

チするためには,肯定的な自己意識を形成する必要が

あるとするものがある (稲垣 1995a,1995b)。 1996年

に文部省 (現在の文部科学省)の 中央教育審議会が「21

世紀を展望 した我が国の教育の在 り方について」とい

う諮問に対する第 1次 答中の中で,変化の激しいこれ

からの社会を「生 きる力」に言及 したことの影響か

ら。この概念との関連で述べられているものも多い。

6)例 えば。「平等に感 じる′亡、,異 なる集団に対する敬

意」といったものをもつ前提として「自分を価値ある

ものと誇ることのできる気持ち (自 己を肯定する気持

ち)」 としての SEが必要だとし,「 自分のよさを知るこ

とは相手を許容できる自分のフレームを広げることに

なる」というもの (小野江 1997,130-133頁 ),「人を大

切にする」と言ったときの大切にする「人」の中で
,

最も基本になるのが「自分」であるため,そ の意味で

「自分を大切にする」ことが重要なのだとし,「 自分を

大切にする」とは,「 自分を好きになる」ことと「自分

に自信を持つ (自 分の価値を見いだす)」 ことである

が,自 己中心的でわがままなことではなく,ま た, 自

信過剰なことで もないとするものがある (小 田島

1996)。

7)佐藤 (1996,38頁 )は,異 なる他者との共生のために

はこれまでの「集団規範を前提にした協調性」ではな

く。「個を前提にした協調性」,つ まり「個の確立や肯

定的な自己概念の形成 (自 分との共生)」 が課題となる

ことを述べている。服部 (1996,161-164頁 )は ,「 アイ

デンティティをもちながら,異質なものからも積極的

に学べる子ども」を育てるために,と りわけそのこど

ものアイデンティティを「日本の伝統文化のすばらし

さ」に気づき「日本人としての誇 り」をもつことに置

いている。清田 (1997,152頁 )は ,「異文化を理解し,

それと共生するためには,日 本人としての確立が大切
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であること, さらに日本人としての確立のためには
,

一人ひとりの個人の確立が前提となる」とし,「 自己の

確立というプロセスは,自 己を形作っている要素を認

識し,そ の認識が自己を肯定的に評価することにつな

がっていくこと」だとし,「『日本人としての自己の確

立』は,日 本文化のさまざまな要素のなかに個人が SE

へとつながる要素を見いだすことに他ならない」とし

ている。また「自己の確立のための SE」 については
,

拙稿「『自己の確立』再考一国際理解教育で不可視化さ

れる非対称性―」2003年 にて批判的な検討を行ってい

る。

8)源 (1996,19頁 )は ,SEを 関係性について人間がも

つ基本的な欲求としてとらえ,そ のような欲求や願い

が阻害されたときに起こる感情や補償行動は,ま さに

人間がもつ「自分を大切にしたい」という「正当な自

己主張」の表われであり,そ れは人がもっている内在

する力であるとし,「 人間は誰でもよりよく生きたいと

いう願いを必ず持っており,そ の実現に向かって歩む

力を必ず秘めている」と捉えている。そしてこの立ち

上がりの「核」としての SEは ,「 人間の尊厳」そのも

の,「かけがえのない自分」の表れでもあり,そ のよう

な自分自身に気づいていくことこそが「人権意識の土

台だとしている。詳細は,拙稿「人権教育におけるセ

ルフ 。エステイーム概念とその位置づけ」2001年 を参

照のこと。

9)近年,人権教育にはいくつかの次元が含まれている

とし,以下の 4つ の類型に区分する考え方が一般的に

なっている。平沢 (2005,38-44頁 )は ,教育への平等

のアクセスを提供する「人権としての教育 (education as

a human rights)」 ,人権に関連した関心事や諸問題につ

いて教える「人権についての教育 (cducation on orぬ out

human rights)」 ,人権の効果的学習を可能にするような

学校・学級関係や雰囲気を作 り出す必要性を強調する

「人権 を通 じた教育 (education in or through human

rights)」 ,そ してこれら3つ の傾1面 が取 り組まれる方向

性や目的を示す「人権のための教育 (education for human

rights)」 があるとしている。

10)1994年 に ERICか ら刊行され,そ の中心概念として

SEを位置づけている教材としては, ミルドレッド・マ

シェダー (Masheder,M。 )著 『いっしょにできるよ』

(イ ギリス)を加えた三冊が挙げられるが,日 本の人権

教育で SEに 言及しているものを丹念にみていくと
,

ERICの 教材を参考にしているものは,特に『いつしょ

に学ぼう』『わたし,あ なた,そ してみんな』を参照し

ているものが多い。またこの 2つ は,比較的 SEの 意味

づけを明確に示している。なお,本稿は方法論よりもsE

に関する基本的な考え方に焦点を当てるため,教材に

おいてもそこに限定して検討している。

11)「 レジリエンス (resilicncc)」 とは,困難な状況にもか

かわらず,生 き延びる適応的な能力のことをいう。「自

己回復力」や単に「回復力」,ま たは「弾力性」などと

訳される。特に,虐待や ドメステイック・バイオレン

スなどの被害者が,直面した困難に立ち向かい回復す

る力やそのための心理学的特性を表す言葉として使わ
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れる。

12)1964年 に人種 と学力の関係を総合的に調査 したコー

ルマン (COleman,Jo S。 )調査。この調査では,学力は学

校のどの要因よりも家庭背景的要因によつて規定 され

る傾向が強いこと,ま た子 どもの自己概念がそれらの

要因よりも学力を強 く規定 していることを明らかにし

た。詳 しくは,大阪大学人間科学部社会教育論講座 ・

教育計画論講座 『マイノリテイの教育問題研究 一アメ

リカにおける最近の動向―』 1981年 を参照のこと。

13)被差別部落の子 どもの学力向上への手がか りを得る

ために,1985年 から大阪を中心 として行われた調査。

この調査では,SEは学力形成に決定的に重要な要因で

あるとは言えないまでも,sEと 学力 との間には有意な

相関があ り,SEが高い ものは一般的に学力 も高いこ

と,SEは ,子 どもの人間関係や価値観の多 くの面 と有

意な相関をもっていること,SEと 階層 との間には,有

意な相関はみ られず,階層よりも親の態度や親子関係

のつ くりかたが,子 どもの SEの あり方を規定 している

ことなどがあきらかになった。

14)バ ンデ ュー ラ (Bandura,A.)が 1977年 に,Seli

efficacy:Toward a unifying theory of bchavior change。 と

いう論文で提唱 した概念。

15)こ こで,自 己効力感としての SEと 社会変革志向とし

ての SEを二つに分けたのは,前者がある課題に直面 し

たときにその課題を自分の力で効果的に処理できると

いう信念,と いうよリー般的な学力にも通 じる自己効

力感を意味する一方で,後者はそのような自己効力感

の積み重ねを基盤 としなが らも,明 らかに平等主義的

価値観を背景に しなが ら,批判的な社会や自己への認

識を土台にし,社会の不正を所与の ものとみなさず ,

「社会の現状を変えてい くことができる」という自己効

力感を表 しているからである。また,両者は発達 とい

う側面から見た場合 も,区別すべ きである。この点に

ついては,拙稿「人権教育における価値意識について

の予備的考察 ―セルフ 。エステイームの視点から一」

2004年 を参照されたい。

16)レ スリスバーガーとデ ィクソン (Roethlisberger and

Dickson)に よって当初は物理的な作業条件 と従業員の

作業能率の関係 を分析する目的で照明実験,リ レー組

み立て実験,面接実験,バ ンク配線作業実験 という四

つの実験が行われた。 しか し,こ の実験の結果,労働

者の作業能率は,客観的な職場環境 よりも職場におけ

る個人の人間関係や 日標意識に左右 されるのではない

か,と い う仮説が導 き出された。 また,集 団内には

「能率の論理」に規定 される非公式組織が存在するこ

と,非公式組織における仲間意識や集団内の規範が作

業能率に影響を与えることをメイヨー (MayO)は 突 き

止め,人間関係論を展開した。

17)ア メリカ合衆国アイオワ州のライスビルで,自 人女

性教師ジェーン 。エリオットが,全員が自人の小学校 3

年生を対象に,人種差別をすることの無意味 さを体験

させることをねらいとした実験授業。彼女は教室で子

ども達に「青い 目の人は,茶 色い 目の人 よ り優秀で

す」,「今 日は,青い目の人は 5分間余計に休憩が とれ
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ます」,「茶色い目の人は水飲み場を使ってはいけませ    てる現場から一』古今書院,59-124頁

ん」などの差別待遇を指示し,茶色い目の子ども達に   稲垣有- 1995b「『自分と世界』そして教育一国際理解

(後 に役割を交代させた際には,逆に青い日の子ども達    教育の実践指針への試み」『大阪教育大学教育実践研

にも)目 印にスカーフをつけさせた。その結果,子 ど    究』4,49-61頁

も達は互いに差別し合い反目し合うようになると同時   河内徳子 1994「 人権・平和教育の国際的動向」『教育』

に,「劣っている」とされた方は差別された苦痛だけで    577,20-27頁
なく,そ の後の学習意欲も大きく減退し,勉強ができ   清田洋- 1997「 日本の文化をどのように扱うか―異文

なくなるなどの変化が見られ,実際に劣った人間のご    化と日本の文化との共生」『教職研修 8月 増刊号「総合

とく振る舞うようになり,差別的待遇を指示したエリ     的な学習」の実践 No.3 国際理解教育の考え方進め

オット先生への憎悪をむき出しにし始めた。一方「優    方』教育開発研究所,15卜 154頁

秀だ」 とされた方は,幸せそうでいきいきとしてお   Masheder,M1994 ERIC編 訳『いっしょにできるよ～穏や

り,勉 強も以前よりよくできるようになり,中 には    かにもめごとを解決するための学びかた 。教え方ハン

「劣つている」方の子ども達を見下 して,自 分たちの    ドブック』ERIC

「優位性」をことさら陰険な形で主張する子どもたちも    源勁- 1996『カウンセリングの目を生かす人権教育』

いた。                           明治図書

18)人間は社会的な存在であり,SEと いうものが基本的   宮本美沙子 1981『 やる気の心理学』創元社

には社会の特定の役割,価値観の達成を通して獲得さ   宮本正- 2001「 第 10章 社会的比較」遠藤辰雄・井上

れるものであるため,あ る社会に適応することによつ    祥治・蘭千壽編『セルフ・エステイームの心理学』ナ

て葛藤の生 じない人ほど「高い SE」 を示すことにな    カニシヤ出版,97-107頁

る。つまり,葛 藤を生 じさせないために,そ の個人に   森実 2000「 4 人間関係づくりの理論と実践」中野陸夫

漠然とした無力感をもたせている社会状況を批判的に     ・,也 田寛・中尾健次・森実編 『同和教育への招待一人

捉えるよりもむしろ,そ の現状を受け入れ「あきらめ    権教育をひらく』解放出版社,83-112頁

る」ことによっても葛藤を減 じることは可能というこ   文部科学省 2008『 中央教育審議会答申一幼稚園,小学
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